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国立大学法人秋田大学職員就業規則

平成16年４月１日

規 則 第 ５ ０ 号

第１章 総 則

（目的）

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は，労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労

基法」という。）第89条の規定により，国立大学法人秋田大学（以下「大学」という。）に勤務

する職員（以下「職員」という。）の就業に関して，必要な事項を定めることを目的とする。

（職員の種類）

第２条 職員の種類は，次のとおりとする。

一 事務系職員（主に事務，図書，労務に従事する者）

二 技術系職員（主に技術（医療系技術を除く。）， 技能に従事する者）

三 教育系職員（主に教育，研究，診療に従事する者）

四 医療系職員（主に薬剤，看護，検査，医療系技術に従事する者）

五 非常勤職員（前各号の一に該当し常時勤務を要しない者）

六 外国人研究員

七 特任教員

八 寄附講座等教員

２ この規則は，前項第１号から第４号までに掲げる職員に適用し，第５号から第８号までに掲げ

る職員の就業については，別に定める。

（権限の委任）

第３条 学長は，この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。

（法令との関係）

第４条 この規則に定めのない事項については，労基法，その他の関係法令及び諸規程の定めると

ころによる。

（就業規則の遵守）

第５条 大学及び職員は，この規則を遵守し，誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第２章 採用・離職等

第１節 通 則

（欠格条項）

第６条 次の各号の一に該当する者は，大学の職員に就く能力を有しない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
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三 懲戒解雇又は免職を受け，当該解雇又は免職の日から２年を経過しない者

四 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した者

第２節 採 用

（採用）

第７条 事務系職員及び技術系職員の採用は，競争試験又は選考による。

２ 教育系職員及び医療系職員の採用は，選考による。

（労働条件の明示）

第８条 職員の採用に際しては，採用しようとする職員に対し，あらかじめ，次の事項を記載した

文書を交付するものとする。

一 労働契約の期間に関する事項

二 就業の場所及び従事すべき職務に関する事項

三 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休暇に関す

る事項

四 給与に関する事項

五 退職に関する事項

（試用期間）

第９条 新たに採用された職員は，採用の日から６か月間の試用期間を置く。ただし，学長が必要

と認めたときは試用期間を短縮し，又は置かないことがある。

２ 学長は，試用期間中又は試用期間満了の際，引き続き職員として勤務させることが不適当と認

められる者を，解雇することができる。

３ 試用期間は勤続年数に通算する。

第３節 昇任及び降任等

（昇任）

第10条 職員の昇任は，選考による。

２ 前項の選考は，その職員の勤務実績に基づいて行う。

３ 前条の規定は，昇任した職員について準用する。この場合において，同条第１項中「新たに採

用された」とあるのは「昇任した」と，「採用の日」とあるのは「昇任の日」と，同条第２項中

「解雇する」とあるのは「昇任前の職に就かせる」と読み替えるものとする。

（降任等）

第11条 職員が，次に掲げる場合においては，これを降任又は降給することができる。

一 勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

三 その他その職に必要な適格性を欠く場合

第４節 異 動

（異動又は出向）
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第12条 職員は，業務上の必要により就業する場所若しくは従事する職務を変更され又は出向を命

ぜられることがある。

２ 前項の規定により異動又は出向を命ぜられた職員は，正当な理由がない限り拒むことはできな

い。

３ 前項の出向について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員の出向に関する規

程」による。

第５節 休 職

（休職）

第13条 職員が，次に掲げる場合においては，これを休職することができる。

一 心身の故障のため，長期の休養を要する場合

二 刑事事件に関し起訴された場合

三 職務に関連があると認められる学術に関する研究又は指導に従事する場合

四 共同して行う研究，又は国の委託を受けて行われる研究に従事する場合

五 研究成果活用企業の役員（監査役を除く。），顧問又は評議員の職を兼ねる場合において，

大学の職務に従事することができないとき。

六 国際機関，外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合

七 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

八 命令により，大学に在籍したまま出向する場合

九 労働組合の業務に専従する場合

十 その他特別の事情があり，学長が休職を相当と認める場合

２ 第９条第１項の規定による試用期間中の職員については，前項の規定を適用しない。

（休職の期間）

第14条 前条第１項第１号，第３号から第５号まで，第７号及び第10号の休職の期間は，必要に応

じ，いずれも３年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が３年に満たない場合にお

いては，休職した日から引き続き３年を超えない範囲内において，これを更新することができる。

２ 前条第１項第２号の休職の期間は，その事件が裁判所に係属する期間とする。

３ 前条第１項第６号及び第９号の休職の期間は，必要に応じ，いずれも５年を超えない範囲内で

学長が定める。この期間が５年に満たない場合においては，休職した日から引き続き５年を超え

ない範囲内において，これを更新することができる。

４ 前条第１項第８号の休職の期間は，その出向が継続する期間とする。

５ 前条第１項第３号から第５号までの休職期間が引き続き３年に達する際，特に必要があると学

長が認めたときは，２年を超えない範囲内において，休職の期間を更新することができる。この

更新した休職の期間が２年に満たない場合においては，学長は，必要に応じ，その期間の初日か

ら起算して２年を超えない範囲内において，再度これを更新することができる。

６ 学長は，特に必要があると認めたときは，第１項の規定にかかわらず，前条第１項第４号の休

職の期間を３年を超え５年を超えない範囲内において定めることができる。この休職の期間が５

年に満たない場合においては，学長は，必要に応じ，休職した日から引き続き５年を超えない範

囲内において，これを更新することができる。

７ 前２項の規定による前条第１項第４号の休職及び第５項の規定による前条第１項第５号の休職

の期間が引き続き５年に達する際，やむを得ない事情があると学長が認めたときは，必要に応じ，

これを更新することができる。
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（休職の手続）

第15条 職員を休職する場合には，事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし，職

員からの同意書の提出があったときは，この限りでない。

（復職）

第16条 学長は，第13条第１項各号に掲げる休職事由が消滅したと認めた場合には，職務に復職さ

せるものとする。なお同条第１項第１号に該当して休職されている職員の休職期間満了前の復職

は，原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。

２ 前項の場合，学長は，心身の条件その他を考慮し，休職前の職務以外の職務に就かせることが

ある。

（休職中の身分等）

第17条 休職者は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。

２ 休職者は，その休職の期間中，給与を受けない。ただし，「国立大学法人秋田大学職員給与規

程」に定めるところにより，給与を受ける場合がある。

第６節 退職及び解雇

（退職）

第18条 職員は，次に掲げるときは，退職し，職員としての身分を失う。

一 退職を願い出て学長から承認されたとき。

二 定年に達したとき。

三 期間を定めて雇用されている職員が，その期間を満了したとき。

四 第14条に規定する休職期間が満了し，休職事由がなお消滅しないとき。

五 大学の役員に就任したとき。

六 死亡したとき。

（自己都合による退職）

第19条 職員は，自己の都合で退職しようする場合は，退職を希望する日の30日前までに，退職願

を提出しなければならない。ただし，やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できな

い場合は，14日前までにこれを提出しなければならない。

２ 職員は，退職願を提出しても，退職するまでは職務に従事しなければならない。

（定年）

第20条 職員は，定年に達したときは，定年に達した日以後における最初の３月31日（以下「定年

退職日」という。）に退職するものとする。

２ 前項の定年は，満60歳とする。ただし，次の各号に掲げる職員の定年は，当該各号に定める年

齢とする。

一 教育系職員（附属学校教員を除く。） 満65歳

二 （削除）

三 施設の監視その他の労務に従事する者 満63歳

（定年による退職の特例）

第21条 定年に達した職員（教育系職員を除く。）が前条の規定により退職すべきこととなる場合

において，その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職
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により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは，同条第２項の規

定にかかわらず，その職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を

定め，その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

２ 前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において，前項の事由が引

き続き存すると認められる十分な理由があるときは，１年を超えない範囲内で期限を延長するこ

とができる。ただし，その期限は，その職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超えな

い範囲内で更新することができる。

（再雇用）

第22条 第20条の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者の再雇用につ

いては，「国立大学法人秋田大学職員の再雇用に関する規程」による。

（任期付雇用）

第23条 任期を付して雇用される職員の任期に関する事項は，別に定める。

（当然解雇）

第24条 職員が第６条のいずれかに該当するに至った場合は，これを解雇する。

（解雇）

第25条 職員が，次に掲げる場合においては，これを解雇することができる。

一 勤務実績が著しくよくない場合

二 心身の故障のため職務の遂行に著しい支障があり，又はこれに堪えない場合

三 その他その職に必要な適格性を著しく欠く場合

四 経営上又は業務上やむを得ない事由が生じた場合

（解雇の制限）

第26条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし，第

１号の場合において療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第18条の規定に

よって打切補償を支払うときは，この限りでない。

一 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

二 産前産後の女性職員が，労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

（解雇予告）

第27条 第25条の規定により職員を解雇するときは，30日前までに予告するか，又は平均賃金の30

日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。ただし，試用期間中の職員（14日を超えて

引き続き雇用された者を除く。）を解雇するときは，この限りでない。

（退職証明書）

第28条 学長は，退職し又は解雇された職員が，退職証明書の交付を希望した場合は，遅滞なくこ

れを交付する。

２ 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。ただし，証明書には，退職又は解雇された

職員の請求しない事項を記入してはならない。

一 雇用期間

二 職務の種類

三 当該事業における地位
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四 給与

五 退職の事由又は解雇の事由

第３章 給与等

（給与）

第29条 職員の給与については，別に定める「国立大学法人秋田大学職員給与規程」による。

（退職手当）

第30条 職員が退職又は死亡した場合に支給する退職手当については，別に定める「国立大学法人

秋田大学職員退職手当規程」による。

第４章 服 務

（誠実義務）

第31条 職員は，大学の業務の公共性を自覚し，誠実に職務を遂行しなければならない。

（職務専念義務）

第32条 職員は，この規則又は関係法令の定める場合を除いては，大学がなすべき責を有する職務

に専念しなければならない。

（職務専念義務免除期間）

第33条 職員は，次の各号の一に該当するときは，前条に規定する職務専念の義務を免除される。

一 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号。以下「均等法」という。）第12条の規定に基づき，勤務時間内に保健指導又は健康診査を

受けることを承認された期間

三 均等法第13条の規定に基づき，通勤緩和，休憩又は休業により勤務しないことを承認された

期間

四 その他学長が必要と認めた期間

（遵守事項）

第34条 職員は，次に掲げる行為を行ってはならない。

一 職務を遂行するに際し，法令，この規則若しくは附属する諸規程に反し，又は上司の職務上

の命令に反すること。

二 職場の内外を問わず，大学の名誉を傷つけ，又は信用を失墜させる行為を行うこと。

三 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。その職を退いた後といえども同様であること。

四 大学の敷地及び施設内（次号において「構内」という。）で，選挙運動その他の政治的行為

を行うこと。

五 学長の許可なく，構内で営利を目的とする金品を貸借し，物品の売買を行うこと。

六 大学の秩序又は規律を乱す行為を行うこと。

七 その他大学の業務の運営に支障をきたす行為を行うこと。

（職員の倫理）

第35条 職員の倫理について，遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な
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事項については，別に定める「国立大学法人秋田大学職員倫理規程」による。

（セクシュアル・ハラスメントに関する措置）

第36条 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置は，別に定める「国立大学法人秋田大

学セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程」（以下「セクハラ防止等規程」という。）

による。

（職員の責務）

第36条の２ 職員は，この規則に従い，ハラスメントをしないよう注意しなければならない。

２ 職員は，セクハラ防止等規程第９条に定める調査委員会の行う事情聴取及び調査に協力しなけ

ればならない。

（兼業の制限）

第37条 職員は，学長の許可を受けた場合でなければ，兼業を行うことができない。

２ 職員の兼業について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学兼業規程」による。

第５章 知的所有権

（知的所有権）

第38条 知的所有権について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学知的所有権規程」

による。

第６章 勤務時間等

（勤務時間等）

第39条 職員の勤務時間，休日，休暇等について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大

学の職員の勤務時間等に関する規程」による。

（育児休業）

第40条 職員は，学長に申し出ることにより，３歳に満たない子を養育するため，育児休業をする

ことができる。

２ 育児休業について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員の育児休業等に関す

る規程」による。

（介護休業）

第41条 職員は，学長に申し出ることにより，その要介護状態にある対象家族を介護するため，介

護休業をすることができる。

２ 介護休業について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員の介護休業等に関す

る規程」による。

（自己啓発等休業）

第41条の２ 職員としての在職期間が２年以上である職員は，学長の承認を得て，大学等における

修学又は国際貢献活動のための休業（以下「自己啓発等休業」という。）をすることができる。

２ 自己啓発等休業について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員の自己啓発等

休業に関する規程」による。
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第７章 研 修

（研修）

第42条 職員は，職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため，研修に参加することを命ぜ

られた場合には，研修を受けなければならない。

２ 職員の研修について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員研修規程」による。

第８章 賞 罰

第１節 表 彰

（表彰）

第43条 職員が，次に掲げる場合においては，これを表彰する。

一 業務成績の向上に多大な功労があった場合

二 職務上顕著に有益な創意工夫又は改善を行った場合

三 大学の名誉となり，又は他の職員の模範となる善行を行った場合

四 その他特に表彰に値する行為があった場合

２ 前項各号に掲げる表彰について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学職員表彰実

施規程」による。

３ 前項の規定にかかわらず，永年勤続に係る表彰について必要な事項は，別に定める「国立大学

法人秋田大学永年勤続者表彰規程」による。

第２節 懲 戒

（懲戒）

第44条 職員が，次に掲げる場合においては，これを懲戒することができる。

一 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

二 遅刻，早退を繰り返し，又は長期にわたり欠勤するなど勤務を怠った場合

三 刑法上の犯罪に該当する行為を行った場合

四 重大な経歴詐称をした場合

五 その他前各号に準ずる行為があった場合又はこの規則若しくは附属する諸規程に違反した場合

（懲戒の種類）

第45条 懲戒の種類は次のとおりとする。

一 戒告（将来を戒める懲戒をいう。）

二 減給（１年以内の期間を定め給与を減額する懲戒をいう。この場合において，１回の１日当

たりの減給額は，平均賃金の１日分の２分の１を超えないものとし，減給総額は当該月の給与

総額の10分の１を超えないものとする。）

三 停職（６月以内の期間を定めて出勤を停止し，その間の給与は支給しない懲戒をいう。）

四 諭旨退職（退職届を提出するよう勧告し，10日以内に退職しないときは，次号の懲戒解雇と

する懲戒をいう。）

五 懲戒解雇（予告期間を設けることなく即時に解雇する懲戒をいう。この場合において，所轄

労働基準監督署の認定を受けたときは，第27条に規定する解雇予告手当は支給しない。）

２ 戒告，減給，又は停職の場合は，始末書を提出させる。
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３ 職員の懲戒について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学教育研究評議会が行う

審査に関する規程」による。

（訓告等）

第46条 第44条各号のいずれかに該当する場合で，前条の規定による懲戒を行うに至らない程度で

あるときは，その将来を戒めるため訓告，厳重注意を文書等により行うことができる。

（損害賠償）

第47条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は，その損害の全部又は一部

を賠償させることがある。

第９章 安全衛生

（安全・衛生管理）

第48条 職員は，安全，衛生及び健康確保について，労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及び

その他の関係法令のほか，学長の指示を守るとともに，大学が行う安全，衛生に関する措置に協

力しなければならない。

２ 学長は，職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

３ 職員の安全，衛生管理及び健康確保について必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大

学職員安全衛生管理規程」による。

第10章 出 張

（出張）

第49条 職員は，職務上必要がある場合は，出張を命ぜられることがある。

２ 出張を命ぜられた職員が帰任したときは，速やかに，学長に報告しなければならない。

（旅費）

第50条 出張を命ぜられた職員の旅費に関して必要な事項は，別に定める「国立大学法人秋田大学

旅費規程」による。

第11章 福利・厚生

（宿舎利用基準）

第51条 職員の宿舎の利用については，「国立大学法人秋田大学宿舎規程」びその他の関係法令の

定めるところによる。

第12章 災害補償

（業務災害）

第52条 職員の業務上の負傷，疾病，障害又は死亡に関する保険給付は，労働者災害補償保険法

（ 昭和22年法律第50号）（次条において「労災法」という。）第12条の８第１項の規定により，

次 のとおりとする。

一 療養補償給付

二 休業補償給付
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三 障害補償給付

四 遺族補償給付

五 葬祭料

六 傷病補償年金

七 介護補償給付

（通勤災害）

第53条 職員の通勤による負傷，疾病，障害又は死亡に関する保険給付は，労災法第21条の規定に

より，次のとおりとする。

一 療養給付

二 休業給付

三 障害給付

四 遺族給付

五 葬祭給付

六 傷病年金

七 介護給付

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 施行日の前日から引き続き在職する職員であって，次の表の第１欄に掲げるこの規則の適

用に際しては，同表の第２欄に掲げる法令の効果を継承する。

この規則の規定 他の法令の規定

第９条第１項（試用期間） 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第59条第１項

第10条第３項（昇任） 国家公務員法第59条第１項

第13条（休職）第１項

第１号（病気休職） 国家公務員法第79条第１号

第２号（起訴休職） 国家公務員法第79条第２号

第３号（研究休職） 人事院規則11－４（職員の身分保障）第３条第１項第１号

第４号（共同研究休職） 人事院規則11－４第３条第１項第２号

第５号（役員兼業休職） 人事院規則11－４第３条第１項第３号

第６号（派遣休職） 人事院規則18－０（職員の国際機関等への派遣）第７条

第７号（災害行方不明休職） 人事院規則11－４第３条第１項第５号

第９号（専従休職） 国家公務員法第108条の６第１項ただし書き

第45条（懲戒の種類）第１項

第２号（減給） 人事院規則12－０（懲戒）第３条

第３号（停職） 人事院規則12－０第２条
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３ 施行日の前日から引き続き在職する職員に，施行日前において国家公務員法第82条第１項各号

に掲げる事由に該当する行為があった場合には，この規則に定める懲戒を行うことができる。

附 則

この規則は，平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成18年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成18年４月12日から施行する。

附 則

この規則は，平成19年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成19年５月９日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年９月10日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年10月８日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年12月10日から施行する。


